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(57)【要約】
【課題】対象物が導電性部材を有するか否かに拘らず、
対象物の特定部位を選択的、局所的に解体可能であり、
解体に要するエネルギー量が少なく、解体を短時間で行
うことができる対象物の解体方法、及び部材の再生方法
を提供する。
【解決手段】少なくとも２個の部材が接合されてなる対
象物の表面の一部分に導電性材料を接触させ、大気中で
前記導電性材料に高電圧パルスを印加して衝撃波を発生
させて、前記対象物の接合部位に衝撃波を作用させるこ
とで前記対象物の部材同士を剥離させる、対象物の解体
方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２個の部材が接合されてなる対象物の表面の一部分に導電性材料を接触させ
、
　大気中で前記導電性材料に高電圧パルスを印加して衝撃波を発生させて、前記対象物の
接合部位に衝撃波を作用させることで前記対象物の部材同士を剥離させる、対象物の解体
方法。
【請求項２】
　前記導電性材料が細線である、請求項１に記載の対象物の解体方法。
【請求項３】
　前記細線の線径が０．０１～４ｍｍである、請求項２に記載の対象物の解体方法。
【請求項４】
　前記細線が銅を含む、請求項２又は３に記載の対象物の解体方法。
【請求項５】
　前記導電性材料に高電圧パルスを印加する際の、静電容量は１０～１００００μＦであ
り、印加電圧は２～１００ｋＶであり、印加回数は１～１０回以下である、請求項１～４
のいずれか一項に記載の対象物の解体方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の対象物の解体方法を使用して、剥離させた部材を
回収して再利用する、部材の再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、対象物の解体方法及び部材の再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　故障や製品ライフサイクルの変化に伴い使用されなくなった通信端末機器や家電製品な
どは、業者により回収された後、分解・解体してリサイクルやリユースすることが求めら
れている。従来、この種の作業は人手による分解を経た後、破砕機などで物理的に解体さ
れることが多かった。しかし、そのような作業では人手を多く要し、解体後の部材のリサ
イクルやリユースにも問題があった。
【０００３】
　このような事情から、近年では液体中においてパルスパワー放電を起こすことにより、
対象物を分解する方法が種々提案されている（たとえば、特許文献１～５）。特に、特許
文献５の請求項１２及び実施例には、一対の基板の内面側に電極（透明電極）が設けられ
た液晶パネルからの材料回収方法であって、液晶パネルを液体中に浸漬させた状態で前記
電極（透明電極）に電流を流すことによって、前記一対の基板を個々の基板に分割する、
液晶パネルからの材料回収方法が開示されている。
　また、特許文献６には、プラズマディスプレイパネルの非表示面に接着剤を介して金属
板を接着した金属板付きパネルを有するプラズマディスプレイ装置の解体方法であって、
前記金属板付きパネルを誘導加熱することにより前記プラズマディスプレイパネルと前記
金属板とを分離するプラズマディスプレイ装置の解体方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１２－５１７８９２号公報
【特許文献２】特開平９－７５７６９号公報
【特許文献３】特表２０１８－５０６４２９号公報
【特許文献４】特開２０１７－１０４７９６号公報
【特許文献５】特開２００２－２５４０５９号公報
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【特許文献６】特開２００４－１１１０９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、前記特許文献１～４に記載された発明は、いずれも水などの液体媒体中におい
て解体するものであって、大気中で解体を行うものではない。そのため、いずれも放電経
路に対するランダム性が高く、一定の大きさを有する対象物の特定部位を選択的、局所的
に解体することは困難であった。
【０００６】
　さらに、解体したい対象箇所を解体するために、高電圧パルスの照射回数を多くすると
、対象物全体を解体することになったり、必要以上に細かく粉砕されることになる。不必
要な部位まで細かく解体されることに伴い、解体に要するエネルギー量が大きくなるとい
う問題があった。
【０００７】
　前記特許文献５の請求項１２及び実施例に開示された方法は、解体の対象物である液晶
パネルの２枚のガラス基板の内面に透明電極を有するので、２枚のガラス基板を分割でき
たのであって、内面側に導電性部材（電極）を有しない対象物には適用できない。
【０００８】
　前記特許文献６に記載された発明は、金属板付きパネルを誘導加熱することを必須とし
ており、導電性部材（金属板）を有しない対象物には適用できない。
【０００９】
　本発明は上述した事情に照らし、対象物が導電性部材を有するか否かに拘らず、対象物
の特定部位を選択的、局所的に解体可能であり、解体に要するエネルギー量が少なく、解
体を短時間で行うことができる対象物の解体方法、及び部材の再生方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、以下の態様を含む。
【００１１】
［１］　少なくとも２個の部材が接合されてなる対象物の表面の一部分に導電性材料を接
触させ、
　大気中で前記導電性材料に高電圧パルスを印加して衝撃波を発生させて、前記対象物の
接合部位に衝撃波を作用させることで前記対象物の部材同士を剥離させる、対象物の解体
方法。
［２］　前記導電性材料が細線である、前記［１］に記載の対象物の解体方法。
［３］　前記細線の線径が０．０１～４ｍｍである、前記［２］に記載の対象物の解体方
法。
［４］　前記細線が銅を含む、前記［２］又は［３］に記載の対象物の解体方法。
［５］　前記導電性材料に高電圧パルスを印加する際の、静電容量は１０～１００００μ
Ｆであり、印加電圧は２～１００ｋＶであり、印加回数は１～１０回以下である、前記［
１］～［４］のいずれか一項に記載の対象物の解体方法。
［６］　前記［１］～［５］のいずれか一項に記載の対象物の解体方法を使用して、剥離
させた部材を回収して再利用する、部材の再生方法。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、対象物が導電性部材を有するか否かに拘らず、対象物の特定部位を選
択的、局所的に解体可能であり、解体に要するエネルギー量が少なく、解体を短時間で行
うことができる対象物の解体方法、及び部材の再生方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】本発明に係る第１実施形態の対象物の解体方法を示す模式図である。図１の（ａ
１）、（ａ２）及び（ａ４）は断面図であり、（ａ３）は上面図である。
【図２】本発明に係る第２実施形態の対象物の解体方法において、部材１Ａ～１Ｄを備え
る対象物２の表面のうち、部材１Ａの表面に、導電性材料３を接触させている様子を示す
断面模式図である。
【図３】小型冷蔵庫から取り外したガラスドアパネル１６の前面のガラス板に、銅製の細
線１７を接触させた外観を示す写真である。
【図４】細線爆発の結果、図３に示したガラスドアパネル１６が衝撃波で解体した様子を
示した外観写真である。
【図５】小型冷蔵庫から取り外したガラスドアパネルの一端側におけるガラス板と樹脂製
筐体との境界にアルミニウム製の細線を配置し、細線をガラスドアパネルの表面に接触さ
せた外観を示す写真である。
【図６】細線爆発の結果、図５に示したガラスドアパネルの細線付近の一部分が衝撃波で
解体した様子を示した外観写真である。
【図７】図６に示した一部分が衝撃波で解体したガラスドアパネルに対して、図５の細線
の配置と向かい合う他端側におけるガラス板と樹脂製筐体との境界にアルミニウム製の細
線を配置し、細線をガラスドアパネルの表面に接触させた外観を示す写真である。
【図８】細線爆発の結果、図７に示したガラスドアパネルの樹脂製筐体が衝撃波で壊れ、
ガラス板と樹脂製筐体との間で剥離して、対象物としてのガラスドアパネルが解体した様
子を示した外観写真である。
【図９】細線爆発の結果、セラミックコーティングされた試料対象物が衝撃波で解体した
様子を示した外観写真である。
【図１０】２回目の細線爆発の結果、セラミックコーティングされた試料対象物が衝撃波
で解体した様子を示した外観写真である。
【図１１】細線爆発の結果、セラミックコーティングされた試料対象物が衝撃波で解体し
た様子を示した外観写真である。
【図１２】参考例１の対象物の解体前を示す外観正面写真である。
【図１３】参考例１の対象物の解体後を示す写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
＜＜対象物の解体方法＞＞
　本発明の対象物の解体方法は、少なくとも２個の部材が接合されてなる対象物の表面の
一部分に導電性材料を接触させ、大気中で前記導電性材料に高電圧パルスを印加して衝撃
波を発生させて、前記対象物の接合部位に衝撃波を作用させることで前記対象物の部材同
士を剥離させる。
【００１５】
　対象物の表面の一部分に導電性材料を接触させ、大気中で前記導電性材料に高電圧パル
スを印加することで、前記導電性材料がプラズマ化して衝撃波を発生させる。前記衝撃波
が部材中を伝搬し、前記対象物の接合部位に衝撃波を作用させることで前記対象物の部材
同士を剥離させ、前記対象物を解体する。
　本発明の対象物の解体方法は、対象物の表面の一部分に導電性材料を接触させ、大気中
で前記導電性材料に高電圧パルスを印加して衝撃波を発生させるので、対象物の特定部位
を選択的、局所的に解体可能である。導電性材料を衝撃波の発生源とするので、解体に要
するエネルギー量が少なく、解体を短時間で行うことができる。
【００１６】
　以下、本発明を適用した実施形態である対象物の解体方法について詳細に説明する。な
お、以下の説明で用いる図面は、特徴をわかりやすくするために、便宜上特徴となる部分
を拡大して示している場合があり、各構成要素の寸法比率などが実際と同じであるとは限
らない。本発明は、以下に示す実施形態に限定されるものではない。
【００１７】
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［第１実施形態］
　図１は、本発明に係る第１実施形態の対象物の解体方法を模式的に表す模式図である。
図１の（ａ１）、（ａ２）及び（ａ４）は断面図であり、（ａ３）は上面図である。
【００１８】
（対象物）
　本実施形態における対象物２はセラミックコーティング試料である。部材１Ａは絶縁体
としてのセラミック膜であり、部材１Ｂは鉄板である。対象物２は、鉄板の一面の全体に
セラミック膜が接合されている（図１の（ａ１））。
【００１９】
　部材１Ａ及び部材１Ｂの組み合わせは、セラミック膜及び鉄板の組み合わせに限定され
ず、絶縁体及び絶縁体の組合せであってもよく、絶縁体及び導電性部材の組合せであって
もよく、導電性部材及び導電性部材の組み合わせであってもよい。対象物は、少なくとも
一の絶縁体の部材を有することが好ましい。
【００２０】
　絶縁体の部材１Ａは、板状、膜状又はフイルム状であることが好ましい。絶縁体の部材
１Ａとしては、セラミック膜の他、プラスチック板、ガラス板等が挙げられる。
【００２１】
　部材１Ａの厚さは、剥離させたい対象物の接合箇所に近くなることから、５００００μ
ｍ以下であることが好ましく、１００００μｍ以下であることがより好ましく、５０００
μｍ以下であることがさらに好ましい。部材１Ａの厚さは、２μｍ以上であることが好ま
しく、１０μｍ以上であってもよく、５０μｍ以上であってもよい。部材１Ａの厚さは、
２～５００００μｍであることが好ましく、１０～１００００μｍであることがより好ま
しく、５０～５０００μｍであることがさらに好ましい。
【００２２】
（導電性材料）
　本実施形態において、導電性材料３は金属製の細線である。導電性材料３としての細線
の金属種は、細線爆発により衝撃波を起こし得るものであれば限定されない。細線の金属
種として、銅、アルミニウム、銀、タングステンなどが挙げられる。細線は、銅又はアル
ミニウムを含むことが好ましく、銅を含むことが好ましい。細線は、細線電気抵抗が小さ
く（大電流が流れやすく）、融点・沸点が低く、比熱が小さく、比重が小さい（ジュール
熱が発生しやすい）ものが好ましい。
　導電性材料３は、高電圧パルスを印加することで対象物の部材同士を剥離させることの
できる衝撃波を発生させることができれば、金属製の細線に限定されない。導電性材料３
として、金属製の細線のほか、導電性ペースト、金属箔等が挙げられる。導電性ペースト
としては、銀ペースト、カーボンペースト等が挙げられ、金属箔としては、アルミ箔、銅
箔等が挙げられる。
【００２３】
（導電性材料を接触させる工程）
　図１において、初めに、セラミックコーティング試料のうち、セラミック膜の側の表面
の長手方向に沿った中央部に金属製の細線を接触させる（図１の（ａ１）⇒（ａ２））。
本実施形態では、セラミック膜の表面の一辺から向かい合う他辺まで横断するように、細
線を接触させている（図１の（ａ２））。細線を接触させる位置は、対象物の剥離させた
い部材同士の位置に応じて選択すればよいが、対象物の少なくとも絶縁体部分を含む位置
が好ましい。本実施形態においては、絶縁体の部材１Ａの側の表面に導電性材料を接触さ
せることが好ましい。
　一の絶縁体の部材及び他の絶縁体の部材を含む対象物の解体方法においては、衝撃波は
、到達距離が長くなるにつれて減衰するので、剥離させたい対象物の接合箇所に近い位置
に導電性材料を接触させることが好ましく、一の絶縁体の部材及び他の絶縁体の部材のう
ち、薄い方の側の絶縁体の部材の表面の一部分に導電性材料を接触させることがより好ま
しい。
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【００２４】
　細線の長さは、細線を接触させる方の側の部材の長手方向の長さよりも長くてもよく、
短くてもよい。対象物が絶縁体の部材及び導電性部材を含む場合には、細線の長さは、細
線を接触させる方の側の絶縁体の部材の長手方向の長さよりも短い方がよい。これにより
、細線が導電性部材に通電して、対象物の解体後に機能を残したい導電性部材を傷つける
おそれを軽減できる。
【００２５】
　導電性材料を対象物の表面に接触させる際、導電性材料の長手方向の長さは、効率の点
から、導電性材料を接触させる方の側の部材の長手方向の長さに対して、０．４倍以上で
あることが好ましく、０．５倍以上であることがより好ましく、０．６倍以上であること
がさらに好ましい。導電性材料を対象物の表面に接触させる長手方向の長さは、導電性材
料を接触させる方の側の部材の長手方向の長さに対して、１．０倍以下であることが好ま
しく、０．９倍以下であることがより好ましく、０．８倍以下であることがさらに好まし
い。導電性材料を対象物の表面に接触させる長手方向の長さは、導電性材料を接触させる
方の側の部材の長手方向の長さに対して、０．４～１．０倍であることが好ましく、０．
５～０．９倍であることがより好ましく、０．６～０．８倍であることがさらに好ましい
。
【００２６】
　導電性材料を対象物の表面に接触させる長さは、１０～２０００ｍｍであってもよく、
２０～１０００ｍｍであってもよく、４０～５００ｍｍであってもよい。
【００２７】
　導電性材料が細線であるとき、細線の線径は、０．０１～４ｍｍであってもよく、０．
２～２ｍｍであってもよく、０．４～１ｍｍであってもよい。対象物の少なくとも一部の
表面に接触させる細線の本数に限定はなく、１本であってもよく、１～２本であってもよ
く、１～３本であってもよく、解体する対象物の材質や大きさに合わせて適宜増減すれば
よい。
【００２８】
　本実施形態では、次に、細線の両端に、高電圧パルス印加装置６に電線７，８を介して
接続された電極９，１０を当接する（図１の（ａ３））。細線は、セラミック膜の中央付
近の表面の一辺から向かい合う他辺までの距離よりも長い。電極９，１０は、鰐口クリッ
プである。細線の両端のセラミック膜からはみ出た箇所に鰐口クリップを挟んでいる。高
電圧パルス印加装置６との接続方法はこれに限られない。
【００２９】
　高電圧パルス印加装置６は、静電容量の大きなコンデンサに充電した電荷を一気に放電
することができる。高電圧パルス印加装置は、公知の装置から適宜選択することができる
。高電圧パルス印加装置６の好適な出力条件は、導電性材料を接触させる方の側の部材の
厚さ、剥離させたい対象物の接合部位の面積、接合強度等に応じて適宜選択すればよい。
【００３０】
　例えば、高電圧パルス印加装置６の静電容量は、１０μＦ以上であることが好ましく、
２０μＦ以上であることがより好ましく、３０μＦ以上であることがさらに好ましい。高
電圧パルス印加装置６の静電容量は、１００００μＦ以下であることが好ましく、１００
０μＦ以下であることがより好ましく、１００μＦ以下であることがさらに好ましい。高
電圧パルス印加装置６の静電容量は、１０～１００００μＦであることが好ましく、２０
～１０００μＦであることがより好ましく、３０～１００μＦであることがさらに好まし
い。
【００３１】
（対象物の接合の剥離工程）
　次に、導電性材料３である金属製の細線に高電圧パルスを印加して金属をプラズマ化さ
せ衝撃波を発生させて、対象物の部材１Ａと部材１Ｂとの接合部位に衝撃波を作用させる
こと（図１の（ａ４））で、対象物の部材１Ａと部材１Ｂとを剥離させる。導電性材料３
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である金属製の細線はプラズマ化して細線爆発し、衝撃波は部材１Ａを伝搬する。衝撃波
が対象物の部材１Ａと部材１Ｂとの接合部位に伝わり、部材１Ａ及び部材１Ｂの２つの材
料の音響インピーダンス（密度×音速）が異なることで、部材１Ａと部材１Ｂとの界面に
応力が発生し、部材同士が剥離する。この時、導電性材料３である金属製の細線はプラズ
マ化し、粉々の微粒子に変化し、導電性材料を接触させる方の側の部材１Ａも断片又は微
粒子となり破壊されてよい。導電性材料が接触しない方の側の部材１Ｂの鉄板は、部材１
Ｂの機能を保持できるように、高電圧パルス印加装置６の出力を調整することで、導電性
材料が接触しない方の側の部材１Ｂを破壊させないことができる。
【００３２】
　剥離させる部材同士は、音響インピーダンス（密度×音速）が大きく異なることが好ま
しい。音速は、部材の組成や微細構造、粒子または繊維の配向、多孔性、温度等々、多く
の物性に影響を受ける。
【００３３】
　衝撃波の伝搬方向と剥離させたい方向は同じ方が効率がよい。図１の（ａ２）では、剥
離させたい部材１Ａ及び部材１Ｂの接合面と、導電性材料を接触させた対象物の表面とは
略平行である。図１の（ａ４）では、衝撃波の伝搬方向は、導電性材料３→部材１Ａ→部
材１Ｂの向きであり、部材１Ａと部材１Ｂとの剥離の方向（図１の（ａ４）において上下
方向）と同じである。
【００３４】
　高電圧パルス印加装置６からの印加電圧は、対象物の部材同士の剥離を充分に実行でき
る条件であれば限定されないが、２ｋＶ以上であることが好ましく、５ｋＶ以上であるこ
とがより好ましく、１０ｋＶ以上であることがさらに好ましい。高電圧パルス印加装置６
からの印加電圧は、１００ｋＶ以下であることが好ましく、５０ｋＶ以下であることがよ
り好ましく、２０ｋＶ以下であることがさらに好ましい。高電圧パルス印加装置６からの
印加電圧は、２～１００ｋＶであることが好ましく、５～５０ｋＶであることがより好ま
しく、１０～２０ｋＶであることがさらに好ましい。
【００３５】
　本実施形態の対象物の解体方法において、高電圧パルス印加装置６の印加回数は、１回
以上であり、１０回以下であることが好ましく、５回以下であることがより好ましく、３
回以下であることがさらに好ましい。
【００３６】
　本実施形態の対象物の解体方法は、対象物の表面の一部分に導電性材料を接触させ、大
気中で前記導電性材料に高電圧パルスを印加して衝撃波を発生させるので、対象物が導電
性部材を有するか否かに拘らず、対象物の特定部位を選択的、局所的に解体可能であり、
印加回数を少なくして、解体に要するエネルギー量が少なく、解体を短時間で行うことが
できる。
【００３７】
　加えて、導電性材料が接触しない方の側の部材を、ほぼ、そのままの形態を維持して残
すことができる。
【００３８】
　本実施形態の対象物の解体方法は、導電性材料を接触させる位置や、導電性材料に高電
圧パルスを印加する際の静電容量、印加電圧、印加回数等の条件を選択することで、対象
物をリサイクルし易い形状もしくは材質に解体することができる。リサイクルし易い形状
もしくは材質とは、例えば、直径数ｍｍの粉体、特定のセラミックと特定の金属とに分離
することである。
【００３９】
［第２実施形態］
　図２は、本発明に係る第２実施形態の対象物の解体方法において、部材１Ａ～１Ｄを備
える対象物２の表面のうち、部材１Ａの表面に、導電性材料３を接触させている様子を示
す断面模式図である。
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【００４０】
　本実施形態における対象物２は冷蔵庫のガラスドアパネルである。部材１Ａは絶縁体と
してのガラス板であり、部材１Ｂは銀色の化粧紙であり、部材１Ｃはウレタン樹脂であり
、部材１Ｄは樹脂製筐体である。部材１Ａは部材１Ｂと接合されており、部材１Ｂは部材
１Ｄと接合されている。部材１Ｂと部材１Ｃとは接合されていない。本実施形態において
、導電性材料３は、銅製の細線である。
【００４１】
　第２実施形態の対象物の解体方法は、部材１Ａのガラス板の長手方向に沿った中央部の
表面に導電性材料３の細線を接触させ、導電性材料３の細線に高電圧パルスを印加して銅
製の細線をプラズマ化させ衝撃波を発生させ、対象物２のうち、部材１Ｂの銀色の化粧紙
と、部材１Ｄの樹脂製筐体とを剥離させる。第２実施形態において、導電性材料３の銅製
の細線はプラズマ化して粉々の微粒子に変化し、部材１Ａのガラス板及び部材１Ｂの銀色
の化粧紙は断片に変化する。部材１Ｃのポリウレタン樹脂及び部材１Ｄの樹脂製筐体は、
ほぼそのままの形態を残すことができる。
【００４２】
　第２実施形態の対象物の解体方法においても、第１実施形態と同様に、対象物の表面の
一部分に導電性材料を接触させ、大気中で前記導電性材料に高電圧パルスを印加して衝撃
波を発生させるので、対象物の特定部位を選択的、局所的に解体可能であり、印加回数を
少なくして、解体に要するエネルギー量が少なく、解体を短時間で行うことができる。
【００４３】
　本実施形態の対象物の解体方法は、導電性材料を接触させる位置や、導電性材料に高電
圧パルスを印加する際の静電容量、印加電圧、印加回数等の条件を選択することで、対象
物をリサイクルし易い形状もしくは材質に解体することができる。リサイクルし易い形状
もしくは材質とは、例えば、直径数ｍｍの粉体、特定のガラスと特定の樹脂とに分離する
ことである。
【００４４】
［その他の実施形態］
　本発明の対象物の解体方法において、導電性材料を接触させる対象物の表面は、剥離さ
せたい対象物の接合箇所に応じて、適宜、選択することができる。
　図１において、部材１Ａ及び部材１Ｂを横断するように、導電性材料３を、部材１Ａの
側面及び部材１Ｂの側面に接触させてもよい。
　図１において、導電性材料３を部材１Ａ及び部材１Ｂの境界に配置して、導電性材料３
を、部材１Ａの側面及び部材１Ｂの側面に接触させてもよい。
　図２において、部材１Ａ、部材１Ｂ及び部材１Ｄを横断するように、導電性材料３を、
部材１Ａの側面、部材１Ｂの側面及び部材１Ｄの側面に接触させてもよい。
　図２において、導電性材料３を部材１Ａ及び部材１Ｂの境界に配置して、導電性材料３
を、部材１Ａの側面及び部材１Ｂの側面に接触させてもよい。
【００４５】
＜＜部材の再生方法＞＞
　本発明の部材の再生方法は、前記対象物の解体方法を使用して、剥離させた部材を回収
して再利用する。
　本発明の対象物の解体方法は、対象物の特定部位を選択的、局所的に解体可能であり、
対象物をリサイクルし易い形状もしくは材質に解体することができるので、前記対象物の
解体方法を使用して、剥離させた部材を回収して再利用することができる。回収した部材
はそのまま利用するか、または、加工を加えて再利用することができる。
【実施例】
【００４６】
　以下、具体的実施例により、本発明についてさらに詳しく説明する。ただし、本発明は
、以下に示す実施例に何ら限定されるものではない。
【００４７】
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［実施例１］
　近年、高級冷蔵庫にはガラスドアパネル１６が採用されている。図３は、市販の小型冷
蔵庫から取り外したガラスドアパネル１６の前面のガラス板に、銅製の細線１７を接触さ
せた外観を示す写真である。ガラス板の長手方向に沿った中央部の表面に、銅製の細線１
７を接触させている。
　ガラスドアパネル１６（すなわち、対象物２）においては、図２に示される形態と同様
に、部材１Ａのガラス板の長手方向に沿った中央部の表面に、導電性材料３に相当する細
線１７が接触している。図２における部材１Ｂは銀色の化粧紙であり、部材１Ｃはウレタ
ン樹脂であり、部材１Ｄは樹脂製筐体である。部材１Ａのガラス板は部材１Ｂの銀色の化
粧紙と接合されており、部材１Ｂの銀色の化粧紙は部材１Ｄの樹脂製筐体と接合されてい
る。部材１Ｄの樹脂製筐体の内部は断熱材としてのウレタン樹脂１Ｃが詰め込まれている
。また、部材１Ｂの銀色の化粧紙と樹脂製筐体１Ｄとの合わせ面は、接着シートにより強
固に接合され、高い断熱性能を確保している。
【００４８】
　ガラスドアパネル１６の寸法は、２５０ｍｍ×１７０ｍｍ×８５ｍｍである。銅製の細
線は長さ２６０ｍｍ、線径０．９ｍｍである。このように強固に接合されたガラスドアパ
ネル１６の解体は、従来の解体技術であるレーザーカット法では困難であり、未だ解体方
法は定まっていない。
【００４９】
　この細線の両端に当接させた電極から、コンデンサ容量：４０μＦ、印加電圧：１５ｋ
Ｖの条件で、高電圧パルスを印加した。その結果、細線爆発を起こした。
【００５０】
　図４は、細線爆発の結果、図３に示したガラスドアパネル１６が衝撃波で解体した様子
を示した外観写真である。細線の配置付近で細線爆発により生じた衝撃波によりガラス板
及び銀色の化粧紙と樹脂製筐体との間で剥離し、解体できた。実施例１では、１回の印加
回数で、ガラスドアパネルを、ウレタン樹脂及び樹脂製筐体を残して選択的、局所的に解
体できた。
【００５１】
［実施例２］
　図５は、実施例２に係る対象物の解体方法において、市販の小型冷蔵庫から取り外した
ガラスドアパネルの一端側におけるガラス板と樹脂製筐体との境界にアルミニウム製の細
線を配置し、細線をガラスドアパネルの表面に接触させた外観を示す写真である。この小
型冷蔵庫のガラスドアパネル１６の寸法は、２４０ｍｍ×１５０ｍｍ×８５ｍｍであり、
内部構造は実施例１のガラスドアパネル１６と同様である。アルミニウム製の細線は長さ
２６０ｍｍ、線径０．９ｍｍである。
【００５２】
　この細線の両端に当接させた電極から、コンデンサ容量：４０μＦ、印加電圧：１５ｋ
Ｖの条件で、高電圧パルスを印加した。その結果、細線爆発を起こした。
【００５３】
　図６は、細線爆発の結果、図５に示したガラスドアパネルの細線付近の一部分が衝撃波
で解体した様子を示した外観写真である。
【００５４】
　図７は、図６に示した一部分が衝撃波で解体したガラスドアパネルに対して、図５の細
線の配置と向かい合う他端側におけるガラス板と樹脂製筐体との境界にアルミニウム製の
細線を配置し、細線をガラスドアパネルの表面に接触させた外観を示す写真である。アル
ミニウム製の細線は長さ２６０ｍｍ、線径０．９ｍｍである。
【００５５】
　この細線の両端に当接させた電極から、コンデンサ容量：４０μＦ、印加電圧：１５ｋ
Ｖの条件で、高電圧パルスを印加した。その結果、細線爆発を起こした。
【００５６】
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　図８は、細線爆発の結果、図７に示したガラスドアパネルの樹脂製筐体が衝撃波で壊れ
、ガラス板と樹脂製筐体とが剥離して、対象物としてのガラスドアパネルが解体した様子
を示した外観写真である。実施例２では、２回の印加回数で、ガラスドアパネルを、ウレ
タン樹脂の多くを残して選択的、局所的に解体できた。
【００５７】
［実施例３］
　鉄板の一方の面がセラミックコーティングされた試料対象物の解体を試みた。鉄板の寸
法は、１００ｍｍ×１００ｍｍ×５ｍｍであり、セラミックコーティング膜の厚さは１０
０μｍである。試料対象物のセラミックコーティング側の中央付近に、長さ：１２０ｍｍ
、線径：０．９ｍｍの銅製の細線を接触させた。この細線の両端に当接させた電極から、
コンデンサ容量：４０μＦ、印加電圧：１５ｋＶの条件で、高電圧パルスを印加した。そ
の結果、細線爆発を起こした。
【００５８】
　図９は、細線爆発の結果、セラミックコーティングされた試料対象物が衝撃波で解体し
た様子を示した外観写真である。細線の配置箇所を含む、幅２０ｍｍの部分のセラミック
コーティングが鉄板から剥離し、鉄板の方の側をそのまま残して選択的、局所的に解体で
きた。
【００５９】
［実施例４］
　実施例３のセラミックコーティング膜の厚さを５００μｍに変更した他は、実施例３の
セラミックコーティングされた試料対象物と同様の試料対象物について、試料対象物のセ
ラミックコーティング側の中央付近に、長さ：１２０ｍｍ、線径：０．９ｍｍの銅製の細
線を接触させた。この細線の両端に当接させた電極から、コンデンサ容量：４０μＦ、印
加電圧：１５ｋＶの条件で、高電圧パルスを印加した。その結果、細線爆発を起こした。
ただし、セラミックコーティング膜の剥離は確認されなかった。更に、試料対象物のセラ
ミックコーティング側の中央付近に、長さ：７０ｍｍ、線径：０．９ｍｍの銅製の細線を
接触させた。この細線の両端に当接させた電極から、コンデンサ容量：４０μＦ、印加電
圧：１５ｋＶの条件で、高電圧パルスを印加した。その結果、２回目の細線爆発を起こし
た。
【００６０】
　図１０は、２回目の細線爆発の結果、セラミックコーティングされた試料対象物が衝撃
波で解体した様子を示した外観写真である。細線の長さを短くした。その結果、セラミッ
クコーティング膜の約半分が鉄板から剥離し、鉄板の方の側をそのまま残して選択的、局
所的に解体できた。
【００６１】
［実施例５］
　実施例４と同じ、セラミックコーティング膜の厚さ５００μｍの試料対象物について、
試料対象物のセラミックコーティング側の中央付近に、長さ：７０ｍｍ、線径：０．９ｍ
ｍの銅製の細線を接触させた。この細線の両端に当接させた電極から、コンデンサ容量：
４０μＦ、印加電圧：１５ｋＶの条件で、高電圧パルスを印加した。その結果、細線爆発
を起こした。ただし、セラミックコーティング膜の剥離は確認されなかった。更に、試料
対象物のセラミックコーティング側の中央付近に、同じく、長さ：７０ｍｍ、線径：０．
９ｍｍの銅製の細線を接触させた。この細線の両端に当接させた電極から、コンデンサ容
量：４０μＦ、印加電圧：１５ｋＶの条件で、高電圧パルスを印加した。その結果、２回
目の細線爆発を起こした。
【００６２】
　２回目の細線爆発の結果、実施例４と同様、セラミックコーティング膜の約半分が鉄板
から剥離し、鉄板の方の側をそのまま残して選択的、局所的に解体できた。
【００６３】
［実施例６］



(11) JP 2021-175566 A 2021.11.4

10

20

30

40

50

　実施例３のセラミックコーティング膜の厚さを３００μｍに変更した他は、実施例３の
セラミックコーティングされた試料対象物と同様の試料対象物について、試料対象物のセ
ラミックコーティング側の中央付近に、長さ：７０ｍｍ、線径：０．９ｍｍの銅製の細線
を接触させた。この細線の両端に当接させた電極から、コンデンサ容量：４０μＦ、印加
電圧：１５ｋＶの条件で、高電圧パルスを印加した。その結果、細線爆発を起こした。た
だし、セラミックコーティング膜の剥離は確認されなかった。更に、試料対象物のセラミ
ックコーティング側の中央付近に、同じく、長さ：７０ｍｍ、線径：０．９ｍｍの銅製の
細線を接触させた。この細線の両端に当接させた電極から、コンデンサ容量：４０μＦ、
印加電圧：１５ｋＶの条件で、高電圧パルスを印加した。その結果、２回目の細線爆発を
起こした。
【００６４】
　２回目の細線爆発の結果、細線の配置箇所を含む幅３０ｍｍの部分のセラミックコーテ
ィングが鉄板から剥離し、鉄板の方の側をそのまま残して選択的、局所的に解体できた。
【００６５】
［実施例７］
　実施例３と同じ、セラミックコーティング膜の厚さ１００μｍの試料対象物について、
試料対象物のセラミックコーティング側の中央付近に、長さ：７０ｍｍ、線径：０．９ｍ
ｍの銅製の細線を接触させた。この細線の両端に当接させた電極から、コンデンサ容量：
４０μＦ、印加電圧：１５ｋＶの条件で、高電圧パルスを印加した。その結果、細線爆発
を起こした。ただし、セラミックコーティング膜の剥離は確認されなかった。更に、試料
対象物のセラミックコーティング側の中央付近に、同じく、長さ：７０ｍｍ、線径：０．
９ｍｍの銅製の細線を接触させた。この細線の両端に当接させた電極から、コンデンサ容
量：４０μＦ、印加電圧：１５ｋＶの条件で、高電圧パルスを印加した。その結果、２回
目の細線爆発を起こした。
【００６６】
　２回目の細線爆発の結果、細線の配置箇所を含む幅３０ｍｍの部分のセラミックコーテ
ィング膜が鉄板から剥離し、鉄板の方の側をそのまま残して選択的、局所的に解体できた
。
【００６７】
［実施例８］
　実施例４と同じ、セラミックコーティング膜の厚さ５００μｍの試料対象物について、
試料対象物のセラミックコーティング側の中央付近に、長さ：７０ｍｍ、線径：０．９ｍ
ｍの銅製の２本の細線を十文字に配置し、接触させた。これらの細線のうち、１本の細線
の両端に当接させた電極から、コンデンサ容量：４０μＦ、印加電圧：１５ｋＶの条件で
、高電圧パルスを印加した。その結果、１回目の細線爆発を起こした。
【００６８】
　図１１は、１回目の細線爆発の結果、セラミックコーティングされた試料対象物が衝撃
波で解体した様子を示した外観写真である。１回目の細線爆発で、セラミックコーティン
グ膜の約９４％の面積の部分が鉄板から剥離し、鉄板の方の側をそのまま残して選択的、
局所的に解体できた。
【００６９】
［参考例１］
　図１２は、市販の小型冷蔵庫から取り外したガラスドアパネル１６（対象物）の外観正
面写真であって、参考例１の対象物の解体前を示す。この小型冷蔵庫のガラスドアパネル
の寸法は、２５０ｍｍ×１７０ｍｍ×８５ｍｍであり、内部構造は実施例１のガラスドア
パネル１６と同様である。
【００７０】
　ガラスドアパネル１６のガラス板の表面に一対の電極を７０ｍｍ離して当接し、前記一
対の電極から、コンデンサ容量：０．８μＦ、印加電圧：４５ｋＶの条件で、高電圧パル
スを印加した。その結果、一対の電極を接触させた箇所を含む局所部分のガラス板が破壊
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されて、銀色の化粧紙と共に樹脂製筐体から剥離した。また、ガラスドアパネル１６のガ
ラス板の表面の別の箇所に一対の電極を７０ｍｍ離して当接し、前記一対の電極から同じ
条件で高電圧パルスを印加した。その結果、ガラス板が２回目の破壊を起こした。更に、
同様にして、高電圧パルスを１３回印加して、１５回目の破壊を起こさせた。
【００７１】
　図１３は、１５回目の破壊の結果、図１２に示したガラスドアパネル１６が解体した様
子を示す写真である。
【００７２】
　実施例１～８では、１回～３回の高電圧パルスの印加で対象物を解体できたのに対して
、参考例１では、１５回の高電圧パルスの印加で漸く対象物を解体することができた。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明の対象物の解体方法は、故障や製品ライフサイクルの変化に伴い使用されなくな
った家電製品や携帯通信端末などの対象物の解体に利用することができる。また、本発明
の対象物の解体方法を使用して、剥離させた部材を回収して再利用することができる。
【符号の説明】
【００７４】
　１Ａ・・・部材Ａ
　１Ｂ・・・部材Ｂ
　１Ｃ・・・部材Ｃ
　１Ｄ・・・部材Ｄ
　２・・・対象物
　３・・・導電性材料
　６・・・高電圧パルス印加装置
　７，８・・・電線
　９，１０・・・電極
　１６・・・ガラスドアパネル
　１７・・・細線
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